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総 会 議 事 録 

 

１．開催日時  令和４年６月９日（木） 午前９時３０分 

 

２．開催場所  瀬戸内市役所 ２階 大会議室 

 

３．農業委員  １１名中９名出席し、その氏名は次のとおり 

 

太 田   修  尾 上 昭 則  出 射   實  由 喜 門  尊 

小 林 桂 治  石 黒 五 月  藤 原 和 正  大 森 茂 利 

久 山 英 之 

  欠席委員 

  藤 原 由 果  宮 本 英 美   

 

４．農地利用最適化推進委員 

 

森 部 真 史  大河原 律 夫  佐 藤 辰 也  岡 﨑   浩 

安 木 義 忠  茂 成 和 延 

  欠席委員   

  田 中 伸 五  山 本 祐 章  

 

５．議事に参与した者 

 

  事務局長 服部 博昭 

事 務 局 横見瀬 文子 

事 務 局 藤原 敬士 

  事 務 局 坂本 隆也 

 

６．議事内容 

第１号議案 農地法第４条許可申請について 

第２号議案 農地法第５条許可申請について 

第３号議案 農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画について 

（利用権設定） 

 

そ の 他  
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事 務 局 長 開会を宣言する（午前９時３０分） 

定刻となりましたので、これより令和４年度瀬戸内市農業委員会、第

３回の総会を開催します。それでは開会にあたり、会長よりごあいさ

つをお願いします。 

議長 (会長 )  （あいさつ）本日は１２件の案件が提案されていますので、皆様の適

正な審査、よろしくお願いします。 

事 務 局 長 今回の成立報告をします。ただいまの農業委員の出席数は９名という

ことで、瀬戸内市農業委員会総会議事規則第７条により、この総会が

成立していることをご報告します。なお、農業委員 藤原（由果）委

員、宮本委員から欠席の届け出が出ていることを報告します。推進員

さんにつきましては、山本委員、田中委員の欠席の届が出ていますの

で、申し伝えます。以降の進行につきましては、藤原会長よろしくお

願いします。 

議    長  それでは、議案審議に先立ちまして、本日の議事録署名委員を指名し

ます。１番委員の太田委員、２番委員の尾上委員よろしくお願いしま

す。 

それでは、議題に入ります。まず、第１号議案、農地法第４条許可申

請について、事務局から説明をお願いします。 

事  務  局 それでは、議案資料の１頁目をご覧ください。第１号議案、農地法第

４条許可申請についてです。 

【１番案件】 

        申請人「■■■■■■■■■■ ■ ■■」。農地の所在地は「邑久

町福元７９２－３」。地目は「畑」。面積は１９０㎡。転用理由は

「農業用倉庫」。施設の概要「倉庫１棟 ６９．８５㎡」。農地区分

は「１種 普通畑」です。資金は■ ■です。隣地への被害はありま

せん。農用地区域外の農地です。 

地図は５頁目をご覧ください。市立福田保育園より西へ約８０ⅿに位

置しています。 

以上、事務局から第１号議案の説明を終わります。 

議    長 続きまして、担当委員さんのご意見を伺います。佐藤委員より説明を

お願いします。 

佐 藤 委 員   ここは申請人の居宅に隣接する畑ということで、倉庫部分の排水も宅

内ということで問題はないと考えます。 

議    長 １番案件について何かご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

（意見なし） 

議    長 ご意見ないようですので、採決に入ります。 

ただ今の第１号議案 農地法第４条許可申請について、許可に賛成の

方、挙手願います。 
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議    長 はい、全員賛成ということで、許可を決定します。 

続きまして第２号議案、農地法第５条許可申請について、事務局の説

明をお願いします。 

事  務  局   それでは議案資料２頁目をご覧ください。第２号議案農地法第５条許

可申請についてご説明します。 

【１番案件】 

  譲受人「牛窓町長浜２７１９番１ 株式会社ヨシナガファインテック  

代表取締役 吉永 敏貴」。譲渡人が５名。１人目が「■■■■■■

■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■」。土地の所在地は「牛窓

町長浜２４５５－１」。地目は「田」。転用面積 １．１２２．００

㎡。２人目が「■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■」。土地

の所在地は「牛窓町長浜２４５６－１」。地目は「田」。転用面積 

５６１．００㎡。３人目が「■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ 

■」。土地の所在地は「牛窓町長浜２４５６－２」。地目は「田」。

転用面積 ３０７．００㎡。４人目が「■■■■■■■■■■ ■■

■ ■■ ■■」。土地の所在地は「牛窓町長浜２４５７」。地目は

「田」。転用面積 ５２３．００㎡。５人目が「■■■■■■■■■

■■ ■■ ■ ■■」。土地の所在地は「牛窓町長浜２４５８－

１」。地目は「田」。転用面積 ５７６．００㎡。合計３．０８９㎡。

転用目的は「露天駐車場」。農地区分は第２種農地で１０aあたりの

収量は、米４８０㎏です。資金は、■ ■。隣地への被害はありませ

ん。なお、所有権移転であり、１０aあたり■ ■、農用地区域外農

地、また、瀬戸内市条例の開発案件・諮問案件です。資料６ページを

ご覧ください。㈱ヨシナガファインテックから北西へ約１００ｍに位

置しています。 

【２番案件】 

  譲受人「■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■ ■■」。譲渡人が

２名。１人目が「■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■ ■■」。

土地の所在地は「邑久町山田庄３８１」。地目は「田」。転用面積 

６６５．００㎡。２人目が「■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

■■■ ■■ ■■」。土地の所在地は「邑久町山田庄３８２」。地

目は「田」。転用面積 ４６５．００㎡。合計１．１３０㎡。転用目

的は「露天駐車場」。農地区分は第２種農地で１０a あたりの収量は、

米４５０㎏です。資金は、■ ■。隣地への被害はありません。なお、

所有権移転であり、１０aあたり■ ■。農用地区域外農地、開発案

件です。資料７ページをご覧ください。株式会社 滝印刷から北へ約

５０ｍに位置しています。 

【３番案件】 
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  譲受人「邑久町豆田１００５番１ 鉄工業 株式会社 福田鉄工 代

表取締役 福田 稔也」。譲渡人が「■■■■■■■■■■■ ■■ 

■■ ■■」。土地の所在地は「邑久町豆田９９７－２」。地目は

「田」。転用面積 ７８５．００㎡。転用目的は「露天駐車場」。農

地区分は第２種農地で１０aあたりの収量は、米４２０㎏です。資金

は、■ ■。隣地への被害はありません。なお、所有権移転であり、

１０aあたり■ ■、農用地区域外農地です。資料８ページをご覧く

ださい。株式会社 福田鉄工から北へ約５０ｍに位置しています。 

【４番案件】 

  譲受人「■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■」。譲渡人が

２名。１人目が「■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■」。土

地の所在地は「邑久町福中１５２－２」。地目は「田」。転用面積 

１１０．００㎡。２人目が「■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ 

■■」。土地の所在地は「邑久町福中１５２－５」。地目は「田」。

転用面積 １０４．００㎡。合計２１４㎡。転用目的は「通路」。農

地区分は第１種農地で１０aあたりの収量は、米４２０㎏です。資金

は、■ ■。隣地への被害はありません。なお、使用貸借権設定であ

り、１０aあたり無償、農用地区域外農地です。資料９ページをご覧

ください。大富郵便局から北へ約３５０ｍに位置しています。 

【５番案件】 

  譲受人「■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■

■■ ■■ ■■」。譲渡人が「■■■■■■■■■■■■ ■■ 

■■ ■■」。土地の所在地は「邑久町向山２２０－２」。地目は

「田」。転用面積 ３４９．００㎡。転用目的は「分家住宅」。施

設の概要は「平屋建 １棟 ９４．４０㎡」。建ぺい率２７．０

０％。農地区分は第１種農地で１０aあたりの収量は、米４８０㎏

です。資金は、■ ■。隣地への被害はありません。なお、使用貸

借権設定であり、１０aあたり無償、農用地区域外農地です。資料

１０ページをご覧ください。市立今木小学校から北へ約３５０ｍに

位置しています。 

【６番案件】 

  譲受人「■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■

■■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■」。譲渡人が「■■■■■■■

■■■ ■■■ ■■ ■■」。土地の所在地は「邑久町豊原１８１

－１」地目は「田」。転用面積 ２７９．００㎡。「邑久町豊原１８

１－３」。地目は「田」。転用面積 ９．７０㎡。合計２８８．７㎡。

転用目的は「自己住宅」。施設の概要は「２階建 １棟 ６７．９０

㎡」。建ぺい率２３．５０％。農地区分は第２種農地で１０aあたり
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の収量は、米４５０㎏です。資金は、■ ■。隣地への被害はありま

せん。なお、使用貸借権設定であり、１０aあたり無償、農用地区域

外農地です。資料１１ページをご覧ください。ミスターバーグ邑久店

から東へ約３０ｍに位置しています。 

【７番案件】 

  譲受人「岡山市南区藤田６５４番地 清水コーポⅮ２０２号 自動車

修理業 株式会社 Y・B・Trading 代表取締役 アリ・アフマド・ヤ

セル・バダウィ」。譲渡人が「■■■■■■■■■■ ■■■ ■■ 

■」。土地の所在地は「長船町磯上１０９０－３」。地目は「畑」。

転用面積 ６２４．００㎡。転用目的は「露天駐車場及び、露天資材

置場」。農地区分は第２種農地で、普通畑です。資金は、■ ■。隣

地への被害はありません。なお、所有権移転であり、１０aあたり■ 

■、農用地区域外農地です。資料１２ページをご覧ください。㈱Y・

B・Tradingから南へ約５０ｍに位置しています。 

【８番案件】 

  譲受人「■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■

■ ■■ ■■ ■■」。譲渡人が「■■■■■■■■■■■■■ 

■■■■■ ■■ ■■」。土地の所在地は「長船町福岡３８３－

６」。地目は「田」。転用面積 ４９８．００㎡。転用目的は「分家

住宅」。施設の概要は「２階建 １棟 １３９．９６㎡」。建ぺい率

２８．１０％。農地区分は第１種農地で１０aあたりの収量は、米４

２０㎏です。資金は、■ ■。隣地への被害はありません。なお、使

用貸借権設定であり、１０aあたり無償、農用地区域外農地です。資

料１３ページをご覧ください。コスモス長船店から北西へ約２５０ｍ

に位置しています。 

【９番案件】 

  譲受人「■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■ ■ ■

■」。譲渡人が「■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■」。土地

の所在地は「長船町福岡４４８－８」。地目は「田」。転用面積 ４

９８．００㎡。転用目的は「自己住宅」。施設の概要は「２階建 １

棟 １０２．２７㎡」。建ぺい率２４．６０％。農地区分は第３農地

で１０aあたりの収量は、米４００㎏です。資金は、■ ■。隣地へ

の被害はありません。なお、所有者移転であり、１０a あたり■ ■、

農用地区域外農地です。資料１４ページをご覧ください。長船駅から

南へ約８０ｍに位置しています。 

【１０番案件】 

  譲受人「■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■■」。譲

渡人が「■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■■」。土地の所在地は
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「長船町長船２３７－１」。地目は「田」。転用面積 １．４１６．

００㎡。転用目的は「長屋住宅」。施設の概要は「２階建 １棟 ２

１６．９３㎡」「２階建 １棟 ２３６．３０㎡」。建ぺい率３２．

００％。農地区分は第２種農地で１０aあたりの収量は、米４２０㎏

です。資金は、■ ■。隣地への被害はありません。なお、所有者移

転であり、１０aあたり■ ■、農用地区域外農地であり、また開発

案件です。資料１５ページをご覧ください。西鶴山小学校から西へ約

１９０ｍに位置しています。 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議    長 続きまして、担当委員さんのご意見を伺います。１番案件について、

森部委員お願いします。 

森 部 委 員 １番案件についてご説明します。この周辺の田は、長らく耕作をして

おらず、空いている状態です。開発に当たっても、現存する通路や水

路はそのまま維持して耕作するということですので問題はないと考え

ます。 

議    長 続きまして、２番案件について、大河原委員お願いします。 

大河原委員 ２番案件についてご説明します。譲渡人は、■■さん、並びに■■さ

ん、譲受人が■■さんです。譲渡人が今後農地の維持管理を行うこと

が困難となったため、今回隣接する会社の敷地拡張の事業計画につい

て話し合いを行い、まとまったそうです。地元の土地改良区の総代や、

水路管理関係者からも排水について特に問題ないと聞いています。 

議    長 続きまして、３番案件について、佐藤委員お願いします。 

佐 藤 委 員 ３番案件についてご説明します。譲渡人 ■■さん、譲受人 福田鉄

工です。この土地の周りは、既に露天駐車場になっています。本件は

当初の計画では、露天駐車場の予定でしたが、条件が整わなかったた

めに遅れておりましたが、今回話がまとまり、露天駐車場になるとい

うことです。排水も既に露天駐車場になっているということで問題な

いということです。 

議    長 続きまして、４番案件について、佐藤委員お願いします。 

佐 藤 委 員 ４番案件についてご説明します。本件は、住宅地に入るために道路、

通路を作るということです。敷地内ということで問題ありませんでし

た。 

議    長 続きまして、５番案件について、岡﨑委員お願いします。 

岡 﨑 委 員 ５番案件についてご説明します。貸人と借人とは親子関係であり、今

後、市内に移住し農業を継続する際に拠点となる家がないため、新た

に新築することになりました。また、隣接水路に排水を流すので問題

ないと考えます。集落が空き家や高齢者が多く、若い方が少ないので、

地区の活性化にも好ましいと思います。 
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議    長 続きまして、６番案件について、田中委員が欠席のため、事務局で説

明お願いします。 

事 務 局 ６番案件について代読します。今回の案件は娘夫婦が家を建てるとい

うことです。隣地の承諾も取れており、特に問題ないということです。 

議    長 続きまして、７番案件について、安木委員お願いします。 

安 木 委 員 ７番案件についてご説明します。自動車修理工場を営まれる方で、敷

地が狭くなったので、隣接している土地を露天駐車場として利用した

いということです。譲受人は外国人の方ですが、日本人の方と共同経

営をしており、地域活動にも積極的に参加されているということです。

また、露天駐車場ということで地形を変更しないため、特に問題ない

と考えます。 

議    長 続きまして、８番案件、９番案件について、山本委員ですが、欠席の

ため事務局から説明お願いします。 

事 務 局 ８番案件、９番案件で代読します。まず、８番案件は家を建てられる

方が分家住宅ということで、農家さんの農業用の住宅として、今後も

ここで根を下ろして農業を継続していくということです。隣地の承諾

も取っているので、特に問題ないということです。続きまして、９番

案件ですが、長船駅から５０ｍの場所に自己住宅を建てるそうです。

隣地の承諾も得られているので、特に問題ないということです。 

議    長 続きまして、１０番案件について、茂成委員お願いします。 

茂 成 委 員 １０番案件についてご説明します。譲渡人は高齢で今後も耕作をする

予定がないということで、アパートを建てる計画があるという譲受人

のとの間で、話がまとまりました。場所は県道に接しており、周りは

アパートや宅地がある場所です。隣地の方や、排水、自治会関係者の

承諾もあり、特に問題ないと考えます。 

議    長   それでは、ただいまの第２号議案につきまして、何かご意見、ご質問

ありましたらお願いします。 

（意見なし） 

それでは、ご意見ないようですので、意見がないものとして農業委員

会として意見を付してよろしいか。 

（全員賛同の声） 

それでは意見なしとしまして、続いて、採決に入ります。 

        第２号議案 農地法第５条許可申請について、１番から１０番案件につ

いて許可に賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

議    長 はい、全員賛成ということで、承認とします。 

続きまして、第３号議案、農業経営基盤強化促進法による農地利用集

積計画について（利用権設定）、事務局の説明をお願いします。 
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事  務  局   それでは、第３号議案農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積

計画についてご説明します。議案資料４頁目をご覧ください。 

【第４号議案農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画につ

いて議案書をもとに説明】 

以上、事務局からの説明を終わります。 

議    長   はい、ただ今の第３号議案につきまして何かご意見、ご質問がありま

したらお願いします。 

（意見なし） 

  ご意見ないようですので、第３号議案につきまして、承認とします。 

それでは最後のその他の項目に入ります。事務局、お願いします。 

事  務  局   今後の総会の予定については、７月の通常総会は、７月７日木曜日に

中央公民館 研修室で開催予定です。８月の通常総会は、８月１０日

水曜日に瀬戸内市市役所 ２F大会議室で開催予定です。 

議    長   他にご意見・ご質問はありませんか。 

それではご意見もありませんので、これをもちまして、令和４年度６

月の総会を閉会します。 

ありがとうございました。 

 

 

（午前１０時００分 閉会） 

 

 

上記議事録を作成し、その相違ないことを証するためここに署名押印

する。 

 

令和４年６月９日 

 

議   長    

 

署 名 委 員    

 

署 名 委 員    


